
証券取引審議会専門委員会の「株券振替決

済制度について」の報告
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l審議会は，去る 12月9日，総会を開催し，

について，同審議会専門委員会が取りまとめた「株券振替決済制度につ

いて（報告）」及び「株券振替決済制度要綱案」を了承し， 発表した。

証券取引審議会では，株式の流通及び保管の合理化をさらに徹底させ

るためt口ま，株券振替決済制庁の本格的導入が不可欠であり、立法拮置

を合も＇／＼［本的検討が必要であるとの観）以から，昭和 54年11月に机羞振竹

決済闊殿を審議テーマとしC阪り上げるとともに，これを専1"l足員仁で

検討することを決定した。

同専門委員会では，同年12月以来，①同制度導入の必要性，②株券の

流通，保管及び株券を発行している会社（発行会社）と株主の関係等同

制度の基本的仕組み，③同制度の構成者，特に受寄機関の組織形態，構

成等，④同制度実施に当たっての技術的，実務的問題等について，これ

まで13回にわたって検討を進めてきたが，このほどこれまでの検討帖果

の全体的な取りまとめを行い，総会に報告，了承を得たものである。

①同制度導入の必災性，②同制度の基本的仕組み，③同仙

度の構成者，④同制度の実施1こ当たっての技術的，実務的問題点，⑤今

後の取り運びに当たって留意すべき事項ーの 5部からなっており，その

結論を，①株券振替決済制度の目的等，②株券振替決済センク:...（仮

称）， ③参加者， ④株券等の振替決済ーの4部からなる要網案として，

取りまとめている。

同報告及び要綱案の全文は次のとおりである。

-53-



株券振替決済制度について（報告）

昭和 57年 l2月 9 日

l審議会専門委員会

わが国経済の成長，発展につれて株式の発行量及び流通最は，逐年増

加を続け，これに対応して，株券の流通及び保管についても各栢の合理

化が図られてきた。法制面では，商法において，株式の譲渡方法につき

買書譲渡智0)方法に代支て株券の交付による簡易なJj法が採用ぷれると

ともに，紛久，盗難ぐ『株券保竹に伴う危険を回避するにめ，株券不所持

制度も導入された。また，実体面では，顧客と証券会社間における株券

の移動をてきるだけ冗隋する九め，株券び）保護預り紺lj度が普及するとと

もに，取引所取引については，株券を一定の機関（受寄機関）に寄託し

不閥化するとともに，袂済に係る株券の受渡しを，閲係当事者lti]の契約

｝こ基づき，株券の交付に代えて口座上の振替記帳で処理する株券振替決

済制度が部分的に実梅された。

しかし，今後株式の流通及び保性の合］］［［化をさらに悩底させるために

は，株券振替決済制度の本格的導入が不可欠であり，立法措置を含む基

木的検討が必要となった。このため，証券取引審議会は，昭和54年ll月

に本制度を審議テーマとして取り上げるとともに，これを専門委員会で

検討することを決定した。

専門委員会は，関係各界からの特別委員の参加を得て，同年l2月以来

①本制度導入の必要性，②株券の流通，保管及び株券を発行している会

社（発行会社）と株主の関係等本判度の基本的仕組み，③本制度の構成

者，特に受寄機関の組織形態，構成等，④本制度実施に当たっての技術

的，実務的問題等についてこれまで］3回にわたって検討を重ねてきた。
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検討の成果は必要に応じ，その都度証券取引審議会に報告してきたとこ

ろであるが，今般これまでの検討結果の全体的なとりまとめを行い得る

段階となったので，これを下記のとおりとりまとめるとと応に，その結

論を「株券振替決済制度要綱案」 （別紙）として報告する。

記

第l． 本制度導入の必要性

第2. 本制度の基本的仕組み

l. 対象株券等の範囲

2. 株券の流通及び保管

3. 株主と発行会社の関係

第3. 本制度の構成者

l. 受寄機関

2. 参加者

第4． 本制度の実麓に当たっての技術的，実務的問題点

第5. 今後の取り運びに当たって留意すべき事項

第1． 本制度導入の必要性

l. 近年におけるわが国経済の規模拡大にはめざましいものがあり，こ

れに伴い株券の発行量や流通量も急速に増加している。このため，証

券瑕引所，証券会社，金融機関，発行会社等関係諸機関の株式の発行

や流通に伴う株式関係の事務盤やこれに要ずる費用も増加を続けつつ

あり，このような傾向は今後もますます強まることが予想される。

2. 東京証券取引所（以下，「東証、」という。）においては，このような

事態に対処するため，早くから「株券振替決済制度」を試験的に実腕

するとともに，昭和46年7月からは，混蔵寄託方式による株券振替決

済制度を段階的に実抱し，拡充してきている。現行株券振替決済制度

は，東証の売買取引を対象に，本制度の参加者である会員証券会社
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が，顧客から寄託を受けた株券と自己の所存する株券を取引所の指定

する受寄機関（日本証券決済株式会社）に寄託し，株券の受渡しに係

る決済を受寄機関に設けられた会員証券会社の口座間の振特記帳で済

ませる制度であり，これは現行商法等の枠内で契約に旭づき可能な限

り合狸化を図ったものとなっている。本制度はこれまで東証の売買取

引の決済に伴う株券の受渡しの合理化並びに会員証券会社の株券の受

渡事務及び保管事務の合兒化に貢献してぎたところであるが，以下の

ような不りiりな点があり，＇［．の改善，合即化が必要となっている。

(1) わが国では記名株式制度が定着しており，株主ぶ権利行使を行う

場合に以株主名簿上り名梵書換を行う必りどがあるため，

ィ．茫り久社の決算JI)]か／＇集中する時間（ 3月， 9月）に名義書換の

ための寄託株券の大蘊返還（株券の期末返還）茄生じ，日本証券

決済株式会社等関係諸機関の対応が繁忙を極める。

ロ．ま仁，名義書換済の桃券は顧客ごとに分別保管することを要す

ることから，これら株券については受寄機関への寄店ができず，

売買の都度，現実の受渡しを行わなければならないので，こうし

た株式引務を取り扱う証券会社等にとって大き となってい

る。

(2) 現行制度は，一般投資家との関係では東証の受託契約準則及び日

本証券業協会の保護預り約款等の契約並びに投資家別1こ株券を区分

せず一括して保秤する混蔵保管に伴う法理論としての混蔵保管哩論

に基盤を置いており，法的裏付けを持つ制度に比べ，株主の権利保

護の面で欠けるところがある。

(3) 現行制度は，東証の上場株券についての売買取引に対象が限定さ

れ，店頭売買株券及び東証以外の取引所における取引等はその対象

からはずされているほか，担保取引が円滑に機能していないため，
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合理化効果が限定されている。

3. 従って，今後の発行量及び流通量の増加に対応して，•この際，関係

諸機関の株式関係の事務量やその費用負担の軽減，合理化を図り，ぁ

わせて，東証の現行制度の不備な諸点を改善することが緊要であり，

このため法律に基礎を置いた本格的な株券振替決済制度の導入が必要

である。

なお，株券振替決済制度は，西ドイツにおいては戦前から実施され

ているほか，フラソス (1949年），アメリカ (1968年），オランダ (1971

年）等でも既に実施に移され，合理化効果を挙げつつあることから

も，その導入の必要性は高いと考えられる。

第2. 本制度の基本的仕組み

本制度の基本的仕組みについては，専門委員会において昭和54年12月

から昭和57年2月にかけて，現行の東証における株券振替決済制度の不

備な点を改善し，本格的な株券振替決済制度を導入するとの観点から，

主として制度の実務的，実体的な側面からの検討を行い，その基本的仕

組みを「株券振替決済制度要綱（メモ）」の形でとりまとめ， 証券取引

審議会に報告した。これを受けて，法制審議会商法部会（部会長鈴木竹

雄氏）は，本制度の商法等私法的側面からの検討を行い， 「株券振替決

済制度試案」として中間的とりまとめを行い，関係者の意見を求めるた

め本年10月にこれを公表した。

従って，株券振替決済制度要綱案の全体的とりまとめに当たっては，

商法等私法的な側面に関する部分についてほ，＇「株券振替決済制度試案」

の内容を盛り込むこととした。

1． 対象株券等の範囲

’、1: 

一対象株券等の範囲についてぽ，•：新制度移行に伴う発行会社の新たな

負担と本制度の利用者の利便に配慮しつつできるだけ合理化効果を高
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めるため，次のとおりとする。

(1) 

(2) 

証券取引所に上場されている株券

店頭登録及び店頭登録扱い株券のうち大蔵大臣の指定を受けたも

の

・（3)新株引受権証書（（1）及び(2)の株券に係るものに限る。）

(4) 

2
 
(1) 

上記(1)~(3)の他政令で定めるもの

株券の流通及び保管

株券の流通及び保管については，東証の現行株券振替決済制度が

円滑にその機能を果たしつつあることにかんがみ，基本的にはこの

仕組みを踏まえることが適当であり，本制度を本格的tこ導入する場

合の基本的仕組みは次のとおりとする。

ィ．顧客は参加者へ，参加者は受寄機関へそれぞれ株券等を寄託し

受寄機関ほこれを区分せずに一括して混蔵保管する。

ロ．顧客又は参加者は，混蔵保管されている株券等についてその持

分｝こ応じた共有権を取得する。

ハ．寄託された株券等に関する権利の移転，担保権の設定・解除

は，株券等の交付に代えて受寄機関又は参加者の口座上の振替記

帳によって行う。

(2) このような基本的仕組みをもとに，’'法制審議会商法部会で法律的

検討が行われた結果，次の諸点につき，商法に関連した立法措置が

必要であるとされた。

イ．、参加者は，顧客の承諾がない場合を除き，寄託株券を受寄機関

に再寄託できる。 二， 9/•, i 

ロ．参加者が顧客から寄託を受けた株券Vこつき顧客口座に所要の記

載をしたときは，その株券ほ受寄機関Vこ寄託されたものとみなす。

，，ヽ．参加者は遅滞なく，＇上記口の株券を受寄機関に提出しなければ
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ならない。また，願客は参加者に寄託した株券につき，受寄機関

に寄託すべき旨を参加者に請求できる。

二．受寄機関は，参加者から寄託株券を受け取ったときは，参加者

ロ座簿に所要の事項を記載するものとし，これら寄託株券は参加

者又は顧客ごとに区別せずに混蔵保管できる。

ホ．混蔵保管中の株券について戚損が生じたときは，受寄機関及び

参加者は，連帯して填補責任（無過失責任）を負う。

へ．株式を譲渡し又は質権の目的とするにつき，参加者口座簿又は

顧客口座繕の寄託株券に関する記載の変更をもって株券の交付と

みなす。

ト．参加者又は顧客は，何時でも受寄機関又は参加者にその寄託株

券に相当する株券の交付を請求できる。

3. 株主と発行会社の関係

(1) 記名株式制度が定着しているわが国において，東証が当面してい

る寄託株券の期末返還の煩雑さを回避し，常時株券の円滑な流通を

確保するためには，寄託株券の株主名簿上及び券面上の名義を受寄

機関名義に統一するとともに，混蔵保管制度を導入して，寄託者と

その所有に係る特定の株券との対応関係を絶ち寄託者が寄託株券全

体につき，各々その共有持分を所有することにより，株式の譲渡等

を口座上の振替記帳によって処理することを可能ならしめる制度が

不可欠である。

(2) かかる制度の下では，株主は，株主名簿上の株主である受寄機関

と，受寄機関の背後にいて当該株式につき実質上の株主として権利

を行使すべき者（以下，「実質株主」という。）に分かれることとな

る。この場合，実質株主が発行会社に対して配当金の受領や議決権

の行使等の権利行使をする方法としては，実質株主が発行会社に対
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して直接，権利行使をする方式（直接方式）と，受寄機関を通じて

間接的に権利行使をする方式（間接方式）がある。

株券振替決済制度を既に実施している諸外国においては，間接方

式が採用されているが，わが国では記名株式制度の下で株主が直接

発行会社に対して権利行使を行うことが定薦しており，また，発行

会社と株主の問のコミュニケーションの強化が必要とされている現

状にかんがみ，本制度の本格的遵入に当たっては，直接方式を採用

することが適当である。

(3) また，直接方式を採用するに当たっての具体的仕組みとしては，

次のとおりとする。

ィ．発行会社は，参加者が集団的権利行使の際に実質株主の意思を

確認したうえで作成し，提出する実質株主表に基づき，実質株主

名簿を作成しなければならない。

ロ．実質株主は，実質株主名簿に株主としての記載がなされていれ

ば，発行会社に対して株主としての権利行使をすることができる。

ハ．発行会社は，参加者との問の個別の取決めにより，期中におい

て実質株主でなくなった者について，参加者からの抹消通知に基

づいて実質株主名簿の抹消を行うことができる。

(4) このような基本的仕組みをもとに，法制審議会商法部会で法律的

検討が行われた結果，次の諸点につき商法に関連した立法措筐が必

要であるとされた。

ィ．受寄機関は，寄託された株券につき，相当の時期に，受寄機関

名義への書換を請求しなければならない。

ロ．株主名簿上，受寄機関名義となっている株式について，受寄機

関は，株券の発行等株券に関するものを除き，株主として権利を

行使することができない。
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，，＼発行会社は，受寄機関からの通知に基づいて実質株主名簿を作

成しなければならない。

二．受寄機閲は，発行会社の請求により，実質株主が実質株主でな

くなった場合等にはその旨を通知しなけれぼたらない。

ホ．実質株主名簿の記載は，株主の権利行使に関し，株主名罰の記

載とみたされる。

第3. 本制度の構成者

1.受寄機 関

(1) 受寄機閏似参加者から株羞等の寄託を受け，その株券等を保管

ずるとともに，各参加者の I□1府を管理する爪務を処理する本制度の

中核となる機関であり，口座管理及び保管に関する業務を公正，的

確かつ効率的に処理することが必要である C)

(2) 受寄機 I•り］の］山本的仕組，J}.については，本紺Il1図ぶ株券等の受筐し及

び保管の合理化を図り，株式流通の円滑な機能を綜持することをめ

ざすものであることにかんがみ，上記(1)に配慮して次のとおりとす

る。

ィ．受寄楳閏は，単ーかつ竹別の法人形態とする。

口．受寄機関は，参加者の口座管狸及び寄託株券等の保管等の業務

を行う。

ハ．受寄懐閲は，その業務の一部を他に委，；tすることができる。

さらに，受寄機関の具体的設立に当たっては，次の諸点等｝こつき，

立法措置が必要である。

イ．受寄機関の法人形態については，本法人の目的を逹成するため，

効率性，機動性の観点からは株式会社形態が優れた面をもってい

ちが，受寄機関には営利性がたいこと，及び組織，機構の公共

性，信頼性，公正さ，中立性を確保することを重視すべきことか
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ら株式会社形態の利点も生かしやすい特別の法人形態である認可

法人とする。

ロ．受寄機関への出資は，証券取引所，証券会社，銀行等本制度の

関係者が行い，政府出資は行わない。

，，ヽ．受寄機関の機構としては，役員として理事長，理事，及び監事

を置くとともに，重要事項を審議決定するため，経営委員会を置

く。

経営委員会は，出資した者（その者が法人である場合には，そ

の代表者）及び受寄機関の業務の適正な連営に必要な学識経験を

有する者のうちから任命される委員並びに理事長及び理事をもっ

て組織する。

二．業務運営については，業務の効率化と簡素な受寄機関の実現を

図るため，その業務の一部を他に委託することができる。

ホ．主務大臣は，受寄機関の業務に関し必要があると認めるとき

は，立入検査等必要な監督を行う。

2. 参加者

参加者は，受寄檬関とならぶ本制度の重要な構成者であり，株主の権

利保護と利便に配慮しつつ，できるだけ広い範囲からの参加を可能なら

しめるため，次のとおりとする。

(1) 本制度の参加者として，受寄機関に口座を有することのできる者

は，証券会社，証券取引所，証券金融会社，銀行，信託会社その他

政令で定める者とする。

(2) これらの者の受寄機関への口座開設の承認は，その申請に基づ

き，経営委員会において行う。

(3) 主務大臣は，参加者が本制度において行う業務に関し，必要があ

ると認めるときは立入検査等必要な監督を行う。
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第4． 木制度の実施に当たっての技術的，実務的問題点

l. 本制度の導入に伴い，売買取引，担保取引等における株券の受渡し

方法が変更されるとともに実質株主の把握やその具体的権利行使に関

連して，新たに実質株主関係事務が生じる等の問題があり，その坂扱

いについての技術的，実務的な対応が必要となる。このため，専門委

員会の下に，実質株主関係事務及び担保取引のあり方に関する検討を

行うため， 2つのワーキング・グループを設け，これらの問題につい

て検討を行った。

2. 実質株主関係事務に関するワーキング・グループにおいては，（1）実

質株主表の具体的作成方法（実質株主表の使用文字等）， （2）実質株主

名簿の抹消報告の具体的作成方法（報告の頻度等）， （3)実質株主管理

（実質株主の本人確認方法， 諸届の受理・保管方法等）， （4)名寄せの

籠囲と方法（実質株主間及び実質株主と一般株主の間の名寄せの範囲

と方法等）につき技術的，実務的検討を行った。

3. 担保取引に関するワーキング・グループにおいては，金融界におけ

る標準的な株券担保瑕引を基本に，本制度の対象となる有価証券はす

べて担保取引の対象とすることとして，技術的，実務的検討を行っ

た。

4. その結果，本制度は事務手続の面からみて基本的にその実旅に支障

がないことが確認されたが，その細目については，事情の推移に応じ

て，さらに技術的，実務的検討が行われる必要がある。

5. なお，本委員会においては，これらの技術的，実務的問題点の検討

に関連して，本制度実旋に伴う合理化効果を検討するため，新制度下

での関係者の費用負担軽減の桓度について，一定の条件を設定して試

算を行った。

その結果，本制度定着後において，これらの条件が満たされた場合
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には，全体的には，相当の費用負担の軽減効果があるものと見込まれ

る。

第5. 今後の取り運びに当たって留意すべき事項

本委員会は，概略上記のような基木的考え方に亡って， 「株券振替決

済制度要綱案」をとりまとめた。本要綱案は，本制度の基本的な仕組み

を明らかに［たものであり，今後，法制化さ どれる過程にお

いては，さらに，仏務省及びその他本制度の利古閃係着等とり）詳細な調

整が必要であるので，その際は本報告書の考え方を基本として，行政当

局で適切に処理されることを希望する。

ま！こ，行政当加1ぐおいズは，諸般の事情化十分に勘案［なから，速や

いに本制度の法制化の準仰を進める＼ー」とを併せて希望する。

（別紙）

株券振替決済制度要絹 案

第1． 株券振替決済制度の目的等

1．制度の目 的

以上

株券等の受渡し及び保管の合理化を図るため，株式等の譲渡又は質

権に係る要件及び株主の権利行使に関する商法の特例を定め，振替決

済の制度を確立することにより，株券等の円滑な流通を増進し，もっ

て国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

2. 定義

(1) 「参加者」とは，証券会社，証券取引所，証券金融会社，銀行，

信託会社その他政令で定める者（以下， 「証券会社，銀行等」とい

う。）であって第 2の株券振替決済センター｝こ口座を有する者をい
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う。

(2) 「17座振替Jとは，株式等の譲渡又は質入れにつき，株券等の交

て，第 2の株券振替決済センター又は参加者が管理ずるロ

座に委託株券等に関する変更を記帳することをいう。

第2． 株券振替決済センター（仮称）

1. 法人の目的等

(1) 法人の目的

株券枷替決済センター（以下， I七ンター」という。） ij, 

る口座振替業務を公正，的確かつ効率的に処理するため，これ

に必刀な口座管理及び保怜にl½Iする覧務を行うことを目的とずる。

(2) 法人格及び数

センターは法人とし，ーを限り，設立されるものとする。

(3) 事務所

七ジターは，必要な地に従応る市務所を置くことができる。

(1) 

イ． ・ヒンターの資本金は，そ

る額の合計額とする（）

ロ．センターは，必要があるときは，増資を行うことができる。

ハ出資者は，センターの承認を得なければ，その持分を譲渡する

し，証券会社，

ことができない。

(5) 名称制限，登記及び民法の準用（法人の不法行為能力及び法人の

住所）については，他の認可法人の例による。

立
几
又

-
g
-
"
 

2
 
(1) 発起人リ

センターを設立するにほ，第 l, lの制度の目的に関して専門的

な知識及び経験を有する者］0人以上が発起人となることを必要とす
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る。

(2) 定款の作成等

発起人は，速やかにセンクーの定款を作成し，センターに対する

出資を募集しなければならない（定款に記載すべき事項は，他の認

可法人の例による）。

(3) 設立の認可等

発起人は，（2）の募集が終わったときは，速やかに，定款を大蔵大

臣に提出して，設立の認可を申請しなければならたい。

(4) 事務の引継き及び設立の翌記については，他の忍可法人の例によ

3. 経営委員会

(1) 設置

センターに，経営委員会（以I‘, 「委員公」よいう。）

(2) -権限

次に掲げる事項は，委員会の議決を経なければならない。

イ．定款の変虹

口疇業務方法渇の作成及び変更

ハ．参加者口座開設規程（仮称）、の作成及び変更

ー．顧客寄託規則（仮称）の作成及び変更

ホ．増資及び持分の誤渡

へ．予算及び業務計画

ト．決算

チ．参加者LI座の設定及び廃止

リ．その他委員会が特に必要と認める事項

(3) 組織

/ 
'0  

ィ．委員会は委員10人程度並びにセンターの理事長及び理事をもっ
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て組織する。

ロ．委員会に，委員長一人を置き，センターの理事長をもって充て

る。

(4) 委員の任命

は，出資した者（その者が法人である場合には，その代

者）及びセンターの業務の適正な連営に必要な学識経験を有する者

のうちから，センターの直I！信長が，大蔵大臣の認可を受けて任命す

る。

(5) 委員の任期，解任及び報酬については，他の認可法人の例による。

(6) 議決の方法

イ．委員会は，委員長又は委員長の職務を代理する者のほか，委員

及びーじンター 0〉日1事のりも半数以』が出席l,Icければ， ：詞：議を開

き，議決することができない。

ロ．委員会の訊J心，出）ifiしに委員長，委員及びセンターの理事の

過平数をもって決する。i[「否同数のときは，委貝長が決する。

ハ．大蔵大臣ぶ指名するその職員は，イの会議に出席し，意見を述

べることができる。

(7) 委員の秘密保持義務及び公務員たる性質については，他の認可法

人の例による。

4. 役員等

(1) 役員

センターに，役員として珪事長 l人，理事 2, 3人程度及び監事

l人を置く。

(2) 役員の職務及び権限

イ．理事長は，センターを代表し，その業務を総理する。

ロ．理事は，理事長の定めるところにより，センターを代表し，理
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事長を補佐してセンクーの業務を掌理し，理事長に事故があると

きは，その職務を代理し，理事長が欠員のときはその職務を行う。

ハ．監事は，センタ r・ーの業務を監査する。

(3) 役員の任命

ィ 大蔵大臣が任命する。

ロ．懇i事は，理市長が，大蔵大臣の院可を受けて任命する。

(4) 役員の任期，欠格条項，解任，兼職禁止，代表権の制限，・職員の

任命については，他の窮可法人の例による。

(5) 役員及び職員等の秘密保持義務並びに公務員たる性質については

3'('/)に準ずる。

5. 業務

(1) 業務の範囲

イ＊主ンタ "Vま， 1, (1)の目的を達成するため，次の業務を行う。

（イ） 第 4によりセンターに寄託された株券等を保管すること。

（口） 参加者口座簿の管理及び当骸口座簿に係る口座振替を行うこ

と。

（ハ） 第 4, 4, (3)による通知を行うこと。

（二） （イ）～りの業務に附帯する業務

（ホ） （イ）～（二）のほか 1,(1)の目的を逹成するため必要な業務

口，センターは，ィ，仕）の業務を行おうとするときほ，大蔵大臣の

認可を受けなけれiまたらない。

(2) 業務の委託

センターは，大蔵大臣の認可を受けて，（1), イの業務（（口）の参加

者口座簿の管理に関する業務を除く。）の一部を大蔵大臣の指定す

る者に委託することができる。

(3) 業務方法書等
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ィ．センターは，業務開始の際，業務方法書，参加者口座開設規程

及び顧客寄託規則を作成し，大蔵大臣の認可を受けなければなら

ない。これを変更しようとするときも，同様とする。・

口．イの業務方法書には株券等の保管及び口座振替に伴う手数料Vこ

関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載しなけれぼならな

1,‘o 

(4) 資料提出の請求等

セソクーは，その業務を行うため必要があると認めるときは，参

加者及び (2)の大蔵大臣の指定を受けた者（以下， 「受託者」 とい

う。）に対し，資料の提出を求めることができる。

6. 財務及び会計

(1) 事業年度

センターの事業年度は，毎年月 日に始まり，翌年月 日に

終わる。

(2) 予算の届出等

センターは，毎事業年度，予算を作成し，当該事業年度の開始前

に，大蔵大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする

ときも同様とする。

(3) 財務諸表

ィ．センターは，毎事業年度，財産目録，貸借対照表及び損益計算

書（以下，「財務諸表」という。）を作成し，当該事業年度の終了

後2月以内に大蔵大臣に提出しなければならない。

ロ．センターは，ィにより財務諸表を大蔵大臣に提出するときは，

これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並び

に財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけれ

ばならない。
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(4) 大蔵省令への委任

(1)~(3)のほか，センクーの財務及び会計に関し必要な事項は，大

蔵省令で定める。

7. 監 督

(1) 藍督

イ．センターは，大蔵大臣が監督する。

□ 大蔵大臣は，必要があると認めるときは，センターに対し，そ

の業務に関し，監督上必要な命令をすることができる。

(2) 報告及び検査

大蔵大臣は，必要があると認めるときは，センター又は受託者に

対し，当該業務に関し報告をさせ，又はその職員に当該事務所に立

ち入り，当該業務に関し帳簿，書類その他の物件を検査させること

ができる。

8. その他

(1) 定款の変更

センターの定款の変更は，大蔵大臣の認可を受けなければ，その

効力を生じない。

(2) 解散

センターの解散については，別に定める。

第3． 参加者

］． 口座開設等の申請等

(1) 証券会社，銀行等がセンターに口座を開設しようとするときは，

センターの承認を受けなければならない。口座を廃止しようとする

ときも同様とする。

(2) センターは，;(1)により承認を与えたときは，速やかに，大蔵大臣

に報告しなければならない。
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2. 他法との関係

参加古及び受よ着鱈，他の怯作の規定にかかわら寸，第 40) ］［務を

『］う＼．．ーとかで苫る（）

3. 順客 l.1yや約の管汀lli及び当該 l□1)也節に係る口座脈l}に従りする怠加者

の役員及びII,叫！［の屈腎｛呆J.,1,.i応務並びに久務員l：ーる日侶Iにご）し、ては，第

2, 3, (7)に叫ず心ぃ

4 酷 叔
．皿口

ぢ加占か了jう 2の罰務紅、言ヽて鱈，第 2,7, (1)及び(2)な叩）廿ずる。

第4． 株券等の振替決済

1. 対象有価証券

(1) 第` 4汀，抄くに閲げる株券につ＼,,・c辺）廿される。

ィ・証券取引所にート場されている株羞

ロ．流通状況かイの株券に凱ずるものとして政令で定める株羞で大

歳大臣の指ずを受けたふの

(2) (1)の株羞に係る祈株の引受怖を表ぷずる 外1よ＿1試人の充行ず

る株嘉（証券阪l]I所にl・一．場どれてし、るものに限る o) そ0)他政合で

土める証券夏鳳liII一＿言につしゞ (:しに第 4 (4を鯰く o)を準用する。

2. センターヘの寄託等

(1) センターヘの

イ．＂参加占鱈，昂— 0)所りずる株券在七ンク「ーに寄'li［する＼とか＂•(_ぎ

る（，八！こし， I直1客から富＇11［され！こものにつき，枡且客の承晶かなし、

ときいここの限りでなし、い

ロ．顧客から寄｝』を受けた株為力?-lf‘／タ--に寄，＇「：ずる紅紅，参加胄

且，即客「l座灼にー「務省貪て出め芯 ’li項を叫叔しなければならな

し、()

ハ．参加右がイの株券につきロ しにときは，その株劣は七
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ンターに寄託されたものとみなす。この場合においてほ，参加者

は，その株券を他に所持する株券と区分して保管しなければなら

なし‘o

二．参加者は，遅滞なく，ハの株券をセンターtこ提出しなければな

らない。ただし，顧客に交付すべきものについてほ，この限りで

ない。

ホ．参加者Vこ株券を寄託した顧客は，その株券をセンターに寄託す

べき旨を参加者に対して請求することができる。

へ．ホによる請求がなされたときは，参加者は，直ちに口の記載を

しなけれぽならない。

(2) セソター｝こおける取扱い

ィ．センターは，寄託株券を受け取ったときは，直ちに，参加者ロ

座簿lこ主務省令で定める事項を記載しなけれはならない。ーの場

合において，（1)，二によって提出されたものについてほ，参加者

顧客分として，参加者自己分と区別して記載しなければならな

¥,‘o 

ロ．センターに寄託された株券（（1), ハの株券を含む。）は， 参加

者又ほ顧客ごとに区分せずに保管することができる。

ハ． 口による保管（以下， 「株券混蔵保管」という。）は， センタ

ーが自らし，又は参加者若しくは第 2, 5, (2)に基づき受託者に

させることができる。

二．センターは，イによる記載をした株券｝こつき，参加者に交付し

たものを除き，相当の時期に，自己名義への名義醤換えの請求を

しなけれしまならない。

(3) 帳簿の記載

参加者若しくほ顧客又はその寄託株券につき変更があったとき
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は，センクー及び参加者は，直ちに，参加者口座簿又は顧客口座簿

にその変更を記載しなげれぼならない。

(4) 株券の交付請求

イ．参加者又は顧客（顧客口座簿に記載のある者）は，何時でも，

その寄託株券に相当する株券の交付を請求することができる。た

だし，顧客ほ参加者に対して請求しなければならない。

ロ質権者は，センター又は参加者に対し，当該質権に係る株券の

交付を請求することができる。ただし，質権者が顧客である場合

にあっては，参加者Vこ対して請求しなければならない。

，，ヽ．口において，センターが質権者に株券を交付したときは，関係

者に対し，通知をしなければならない。

(5) てん補義務

株券混蔵保管中の株券について減損が生じたときは，セ・、ノクー及

び参加者は連帯してこれをてん補しなければならない。ただし，減

損につき責めに任ずべき者に対する求償権の行使を妨げない。

3. 株式の譲渡及び質入れ

株式を譲渡し，又は質権の目的とするにつき，参加者口座簿又は顧

ロ座簿の寄託株券に関する記載の変更は，株券の交付とみなす。

4. 発行会社との関係

(1) セソターの権利能力

1 ; • (1), ィ及び口に掲げる株券を発行している会社（以下， 「発

行会社」という。）において， 2,'(2), 二による名義の書換え又は

株式の発行により株主名簿にセンターが株主として記載されている

ときは，センターは株券に関するものに限り，株主として権利を行

使することができる。

(2) 実質株主名簿
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イ．発行会社は，株主名簿にセンクーが株主として記載されている

株式につき，実質上の株主として権利を行使すべき者（以下， 「

実質株主」という。）を記載する実質株主名簿を備え筐かなけれ

ぽならない。

ロ．（3）によるセンターからの通知又は株式の発行があったときは，

実質株主名陪には，次に掲げる事項を記載しなければならない。

（イ） 実質株主の氏名及び住所

（口） 各実質株主の有する株式の額面無額面の別，種類及び数

り各株式の取得の年月日

ハ．株主及び債権者は，何時でも，実質株主名節の閲覧又は謄写を

することができる。

二．実質株主名簿について名義書換代理人を置くことかできる。＇

(3) センターによる通知

イ．センクーは，発行会社茄，商法第224条ノ 3の規定により，株

主名簿を閉鎖し若しくは基準日を定め，又は同法第280条ノ 4第

2項の規定により割当日を定めた場合において，その閉鎮の時若

しくは甚準日又は割当日において実質株主である者につき，参加

者又は顧客の申出に基づき，（2)，口，• （イ）及び（口）に掲げる事項又は

前にした通知の後に生じた（2), 口，（イ）及び（口）に掲げる事項の変更

（株式の発行によるものを除く。）を通知しなければならない。

已・センターは，発行会社の請求により，実質株主が実質株主でな

くなったこと又はその株式数の減少を通知しなければならたい。

ただし株主名簿閉鎖期間中は，この限りでない。

(4) 実質株主名簿の効力

イ．発行会社に対する株主の権利の行使（株券の発行に関するもの

を除く。）に関しては， 実質株主名簿の記載は， 株主名簿の記載
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とみなす。

口．発行会りは，株1名的に記載戸れに株」と土質株主名簿に記載

しどれに実行株了しとバ同一人ど認められるときは，その両者の持株

狡を合算して取り扱わしなければたらたい。

5. そ．の他

(1) 宵令への字任

釣4のほか，鳳券笠の振替袂済に関し必要な亨項は主務省令で

定める。

(2) その他罰凱等について所要0)整備を行う。
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